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１．炉心シュラウドについて 

Ｑ１ 

今回の定期検査で、炉心シュラウドの点検は、いつ、どの部分を、どのような方法で点

検・検査したのか。また、その結果はどうか。 

（回答） 

１号機の、炉心シュラウドについては、ＧＥ社からの指摘はありませんでしたが、自主

点検として、平成１５年１月１９日から１月３１日の間、炉心シュラウドの内側及び外側

から周溶接線及び軸溶接線の点検可能な範囲について、また、内側から上部格子板設置用

部材の溶接線について水中ＴＶカメラによる遠隔目視点検を実施し、異常のないことを確

認しました。点検実施範囲及び点検結果は添付Ｑ１－１のとおりです。 

点検方法は、３０ｃｍ離れた距離から幅０．０２５ｍｍのワイヤーが識別できる精度を

有するＴＶカメラを用いて、溶接線を挟んで上下又は左右それぞれ２５ｍｍの範囲につい

て遠隔目視点検を実施するというものです。 

 

 添付資料１：福島第二原子力発電所第１号機シュラウド溶接部目視点検結果 

 

１－１ 



 

Ｑ２ 

炉心シュラウドについて、これまでどのような点検を行っているのか。また、その結果

はどうか。 

（回答） 

今回の定期検査以前の点検実績は以下のとおり、水中ＴＶカメラによる遠隔目視点検を

実施し、異常のないことを確認しています。 

点検方法は、今回定期検査時と同様、３０ｃｍ離れた距離から幅０．０２５ｍｍのワイ

ヤーが識別できる精度を有するＴＶカメラを用いて、溶接線を挟んで上下又は左右それぞ

れ２５ｍｍの範囲について遠隔目視点検を実施するというものです。 

 

  ＜過去の点検実績＞ 

・第９回定期検査時（平成５年度） 

実施期間：H5.11.3～16 

点検箇所： 

  炉心シュラウド内側溶接線 

   Ｈ３，Ｈ４，Ｖ－１～６，Ｖ－９～１４，Ｖ－１５～１６， 

Ｖ－１７～１８ 

   （Ｈ１，Ｈ２，Ｈ６ａ，Ｈ６ｂ，Ｖ－７～８は接近困難なため検査不可） 

  炉心シュラウド外側溶接線 

   Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４，Ｈ６ａ，Ｈ６ｂ，Ｖ－１～６，Ｖ－７～８， 

Ｖ－９～１４，Ｖ－１５～１６，Ｖ－１７～１８ 

 

・第１１回定期検査時（平成８年度） 

実施期間：H8.8.6～9 

点検箇所： 

炉心シュラウド内側溶接線 

 Ｈ３，Ｈ４ 

炉心シュラウド外側溶接線 

 Ｈ６ａ，Ｈ７，Ｖ－１９～２６ 

 

・第１５回定期検査時（平成１３年度） 

実施期間：H13.9.18～19 

点検箇所： 

炉心シュラウド内側溶接線 

 Ｈ３，Ｖ－１～６，Ｖ－９～１４，Ｖ－１５～１８ 

炉心シュラウド外側溶接線 

 Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ６ａ 
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Ｑ３ 

炉心シュラウドのどの部分にどのような応力腐食割れ対策が講じられているのか。 

（回答） 

  １号機の炉心シュラウドの材質は応力腐食割れの感受性の低い材料である低炭素ステ

ンレス鋼（ＳＵＳ３０４Ｌ）で、それ以外の残留応力低減等の特別な応力腐食割れ対策は

講じておりません。 

 

 

３－１ 



 

Ｑ４ 

炉心シュラウドの点検における社外機関による立ち合い、作業監視・確認は行っている

か。また、行っている場合その社外機関はどのような機関か具体的に示されたい。 

（回答） 

  今回の定期検査における自主点検においては、点検期間中を通して、全て社外機関の立

ち合いによる作業監視・確認を実施しました。 

今回の点検に立ち合った社外機関は下記の通りです。 

 
名 称 日本検査株式会社 

設立年月日 昭和２８年４月１５日 

代表取締役社長 前川 宏明 

会社概要 

 日本検査株式会社は検査機関として機械・電機・鉄鋼・銀行・商

社等輸出関連業界の協賛の下に設立された民間検査会社である。 

業務は電気事業法に基づく安全管理審査（使用前・溶接・定期）

等を行っている。 

   
 添付資料４：日本検査・ホームページ 
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２．再循環系配管等の点検・取替について 

Ｑ５ 

再循環系配管等（再循環系配管及びノズル－セーフエンド部含む。以下同じ）の通常（定

期検査中）の点検及び国の指示に基づく点検計画はどのようなものか。また、誰がどのよ

うに実施するのか。 

（回答） 

通常点検については，当該配管は定期検査項目の第１種機器供用期間中検査の対象で、

「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査（JEAＣ4205）」（社団法人 日本電気協会）

の規程に基づき 配管溶接部の超音波探傷検査を実施しています。検査頻度については，

１０年で全継手数の２５％を供用期間中検査（ＩＳＩ）１０年計画として選定し、実施し

ています（異種金属溶接部に関しては 10 年で 100％）。具体的には超音波探傷検査はメー

カーが行い，発電技検・当社が立ち会うと共に記録を確認します。最終的に経済産業省に

記録確認を実施していただきます。 

平成 15 年 4 月 17 日に国により提示されているシュラウド等の指示（平成 15・04・09

原院第 4 号）に基づく点検は，SUS316 系材を用いた配管で有効な応力腐食割れ対策が実

施されていない部位を点検するものです。点検は JEAC4205 の検査方法に従い実施します。

具体的には超音波探傷検査を実施しますが，検査はメーカーが行い，当社が立ち会うと共

に記録を確認する予定です。最終的に結果を経済産業省に報告する予定です。 

なお、SUS304 系材を用いた配管で有効な応力腐食割れ対策を実施されていない部位に

ついても、上記と同様の点検を計画、実施する予定です。 

 

添付資料５-1：炉心シュラウド及び原子炉再循環系配管等のひび割れに関する点検につ 

いて 

添付資料５-2：炉心シュラウド及び原子炉再循環系配管等の点検計画について 

添付資料５-3：第１種機器供用期間中検査 10 年計画 
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Ｑ６ 

当該号機の再循環系配管等の継手は、全部でいくつか。また、その材質ごとの数、応力

腐食割れ対策種類ごとの数はいくつか。 

（回答） 

１号機の再循環系配管等の周継手は、全部で１３９箇所（今回取替前は１３８箇所）あ

ります。材質ごと、応力腐食割れ対策種類ごとの内訳は下記のとおりです。また、この他

に配管部材製造時の軸溶接線が２２箇所ありますが、全て製造時に応力腐食割れ対策（Ｓ

ＨＴ）が施されています。詳細は添付資料６のとおりです。 

 ＜材質別＞ 

・ ＳＵＳ３０４（ＬＣ）どうしの継手（ポンプ・弁との取り合いを含む） 

               ；１０７箇所（今回取替前は１０６箇所） 

・ＳＵＳ３０４（ＬＣ）とＳＵＳ３１６（ＬＣ）との継手 ；１６箇所 

・ＳＵＳ３０４（ＬＣ）と炭素鋼との異材継手      ； ４箇所 

・ＳＵＳ３１６（ＬＣ）と低合金鋼との異材継手     ；１２箇所 

＜応力腐食割れ対策種類別＞ 

・ＣＲＣ                 ；３４箇所（今回取替前は３４箇所） 

・ＳＨＴ                 ；６６箇所（今回取替前は６６箇所） 

・ＩＨＳＩ（今回取替部に施工）      ； ３箇所（今回取替前は０箇所） 

・未対策                 ；３６箇所（今回取替前は３８箇所） 

 

［参考］ 

ＣＲＣ：内面肉盛工法（ＣＲＣ：Corrosion Resistant Cladding）。通常の配管溶接

で発生する母材の鋭敏化領域に対し，配管内面の接液部をあらかじめ鋭敏化

しない溶着金属で覆い，応力腐食割れの感受性を改善する方法。 

 

ＳＨＴ：固溶化熱処理法（ＳＨＴ：Solution Heat Treatment）。溶接により鋭敏化

した可能性のある配管に熱処理を行うことにより，鋭敏化による SCC の原

因の１つ（結晶粒界の近くでのクロムの減少）を取り除く（再固溶）こと

によって，SCC を発生しにくくさせるもの。なお同時に，溶接による SCC の

原因の１つ（引張残留応力）を減少させる効果もある。 

 

ＩＨＳＩ： 高周波誘導加熱応力改善法（IHSI：Induction Heating Stress Improvement）。

材料の板厚方向に，所定の温度差が生じるよう，内面を冷却しながら外面側

を高周波誘導加熱で昇温した後，加熱を停止して，板厚方向がほぼ均一な室

温近くの温度となるまで内面を冷却する方法である。 

その結果，応力腐食割れの「応力因子」である引張残留応力を低減又は圧縮

側とする応力改善が得られる。 

 

添付資料６：福島第二原子力発電所１号機原子炉再循環系配管及び原子炉圧力容器接 

続部ＳＣＣ対策内容・点検実績一覧 
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Ｑ７ 

今回の定期検査中の再循環系配管等の点検・検査は、いつ、どの部分を、どのような方

法で点検・検査したのか。また、その結果はどうか。 

（回答） 

今回の定期検査中の再循環系配管等の点検では、ＳＵＳ３１６（ＬＣ）製又はＳＵＳ３

０４（ＬＣ）製配管で応力腐食割れ対策が施されていない継手のうち過去５年間（過去４

回の定期検査）に点検されていない継手（３０箇所）について平成１５年１月２４日から

５月２３日の間、配管外面より超音波探傷試験を実施し、このうち１継手（Ａ系の原子炉

圧力容器再循環入口ノズルセーフエンド・配管接続部）に指示エコーが確認されました。 

点検対象箇所、点検時期、点検結果は、添付資料７のとおりです。 

 

添付資料７：福島第二原子力発電所１号機第１６回定期検査原子炉再循環系配管点検 
実績 
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Ｑ８ 
原子炉圧力容器との接続部１箇所に超音波探傷試験の指示エコーが検出されたとしてい

るが、どのようなものだったのか。それをどう評価して交換することにしたのか。 
（回答） 

今回の点検で１箇所の溶接線（Ａ系の原子炉再循環ポンプ入口配管との接続部）に指示

エコーが検出されました。検出された指示エコーは、長さが約３００ｍｍであり、端部エ

コー法による最大深さは約３ｍｍでありました。 
指示エコーの原因については、建設時の放射線透過検査フィルム等の比較を実施した結

果、建設時に何らかの原因によりついた加工痕の可能性も考えられることから、さらに詳

細調査を実施することとし、指示エコーが確認された溶接線について水中カメラによる内

面目視検査を実施したが、内面のクラッド付着や凹凸形状のため、ひびが確認できません

でした。また、建設時の加工痕も確認されず、指示エコーの原因は特定できなかったこと

から、念のため当該接続部を取り替えることと致しました。 
その後、取り替えた当該接続部について、浸透探傷検査及び金属調査による詳細調査を

実施した結果、指示エコーは４箇所のひびによるものであり、原因は応力腐食割れと推定

されました。 
 
添付資料８：福島第二１号機原子炉圧力容器と原子炉再循環系の接続部詳細調査箇所

８－１ 

 



 
Ｑ９ 
超音波探傷試験で指示エコーが検出されたことから、再循環系配管等の他の類似箇所を精

査する必要はなかったのか。その理由はなにか。 
（回答） 

保安院指示文書（「炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管等のひび割れに関する点

検について」平成 15 年 4 月 17 日付）では、点検においてひび割れが見とめられた場合は、

「社団法人日本電気協会電気技術規程－軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査

（JEAC4205-2000）の考え方に沿って追加点検を行うこと」を要求している。 
 

JEAC-4205 では、トラブル事例の有無等の観点から、試験を大きく以下の二つに分類し

ている。 
ａ）国内外のトラブル事例から国内プラントでの発生が否定できず、類似の部位に対し

て個別に構造健全性を確認するために実施する試験（試験分類①）。試験程度は個別

に設定。 

ｂ）今後、国内プラントにおいてトラブルの発生がないと考えられる場合に、構造健全

性を確認するために実施する試験。試験程度は設備の重要度等に応じ試験分類②～

④に分類し、具体的な頻度は JEAC-4205 のカテゴリに従う。 

・ 試験分類②：10 年間で試験可能な全ての範囲 

・ 試験分類③：10 年間で試験可能な 25％の範囲 

・ 試験分類④：10 年間で試験可能な 7.5％の範囲 
 

このうち、追加点検が規定として明文化されているのは、②～④の分類に対してであり、

第一種配管においては、検査結果が判定基準を満たさないものが生じた場合に、当該停止

期間に予定した試験の数に等しい数を追加点検し、追加点検でさらに判定基準を満たさな

いものがあった場合には「残りの全数試験」を要求している。これらの追加点検の要求は

「試験分類②～④」の試験において、欠陥が検出された場合に、検査程度を増加させて、

試験分類①のように個別の試験程度を設定する必要性を判断するための規定として定め

られたものである（フロー図参照）。 

よって、今回の PLR 配管の点検のように試験分類①の考え方に基づいて、個別に点検周

期を設定して実施されている試験については、個別の点検周期を設定した技術的根拠を逸

脱するような点検結果（例えば、想定した以上にき裂の進展が早い等）が得らた場合を除

き、点検頻度の増加は必要ないものと考えられる。 
 

添付資料９：追加試験の範囲及び程度を定めるフロー図 
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Ｑ１０ 

これまでの再循環系配管等の点検・検査は、いつ、どこで、どの継手を何カ所、どのよ

うな方法で行ったのか。また、その結果はどうか。 

（回答） 

これまでＩＳＩ（供用期間中検査）として下記検査をプラントメーカーにて実施し，当

社及び（財）発電設備技術検査協会検査員の立会及び記録確認を行い，国による記録確認

検査を受けております。 

検査方法としては，「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査（JEAC4205）」，「軽水

型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験指針（JEAG4207）」（社団

法人 日本電気協会）の規程に基づき実施しております。 

結果は異常ありませんでした。 

 

   検査実績としては，以下のとおりです。 

 

第 1 回定検（S58.5.9～S58.9.13） 

   再循環系配管継手部              ２箇所点検、異常なし 

 

第２回定検（S59.8.19～S59.12.18） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ３箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ５箇所点検、異常なし 

 

第３回定検（S60.11.21～S61.3.4） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ４箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ５箇所点検、異常なし 

 

第４回定検（S62.3.4～S62.6.5） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   １箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ３箇所点検、異常なし 

 

第５回定検（S63.6.15～S63.11.10） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ２箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ５箇所点検、異常なし 

 

第６回定検（H1.9.24～H2.1.24） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ２箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ４箇所点検 異常なし 

 

第７回定検（H2.12.17～H3.5.28） 

   再循環系配管継手部              ２箇所点検、異常なし 
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第８回定検（H4.4.20～H4.8.5） 

   再循環系配管継手部              ８箇所点検、異常なし 

 

第９回定検（H5.9.4～H6.2.18） 

   再循環系配管継手部              ７箇所点検、異常なし 

 

第１０回定検（H6.12.18～H7.3.28） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ３箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ３箇所点検、異常なし 

 

第１１回定検（H8.4.22～H8.8.23） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ４箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ６箇所点検、異常なし 

 

第１２回定検（H9.9.23～H9.11.27） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   １箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ３箇所点検、異常なし 

 

第１３回定検（H10.12.17～H11.4.9） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ２箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ６箇所点検、異常なし 

 

第１４回定検（H12.5.9～H12.7.13） 

   再循環系配管継手部              ５箇所点検、異常なし 

 

第１５回定検（H13.8.13～H13.12.7） 

   原子炉圧力容器ノズル・セーフエンド接続部   ２箇所点検、異常なし 

   再循環系配管継手部              ３箇所点検、異常なし 

１０－２ 



 

Ｑ１１ 

再循環系配管等の取替は、これまで、いつ、どこを、どのように取替えたのか具体的に

示されたい。 

（回答） 

１号機の再循環系配管等の取替実績は以下の通りです。 

第５回定検 （S63.6.15～S63.11.10） 

Ａ系及びＢ系の除染座（除染用フランジ）計４箇所を漏えいポテンシャルの低減のため

ＳＵＳ３１６（ＬＣ）製閉止キャップに取替。（取替部に応力腐食割れ対策は未実施） 

 

第７回定検 （H2.12.17～H3.5.28） 

Ａ系及びＢ系のクロス配管及びクロス配管に接続されたライザー管を再循環流量変動対

策のため形状変更し、同一材質ＳＵＳ３０４（ＬＣ）のものに取替。（取替部に応力腐食

割れ対策は未実施） 

 

今回（第１６回）定検 （H15.1.7～実施中） 

原子炉圧力容器との接続部１箇所に指示エコーが確認されたことから、調査のため当該

部を切断し、同一材質ＳＵＳ３１６（ＬＣ）に取替えを実施した。（取替部にＩＨＳＩを

施工） 

 

   一般的な配管取替の概略手順は以下の通り。 

    ａ．配管マーキング 

       配管に切断位置をマーキングする。 

    ｂ．配管切断 

       切断機にて配管切断を行う。 

    ｃ．配管開先合わせ 

       開先加工機にて配管の開先及び合わせを行う。 

    ｄ．配管溶接 

       自動溶接機にて配管の溶接を行う。 

    ｅ．検査 

       開先及び溶接施工前後に非破壊検査（目視・放射線透過・浸透探傷検査）

を行う。 

    ｆ．使用前検査（工事計画届出をした場合） 

       イ項使用前検査及びホ項使用前検査を実施する。 

 

添付資料１１：福島第二原子力発電所１号機原子炉再循環系配管取替履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１－１ 



 

Ｑ１２ 

取替に際し、応力腐食割れ対策が講じられているのか。講じられているとすれば、いつ、

どこに、どのような応力腐食割れ対策が講じられたのか具体的に示されたい。 

（回答） 

配管取替箇所のうち、応力腐食割れ対策が講じられたのは、今回定検で取り替えた部位

のみであり、ＩＨＳＩが施工されています。 

 

参考 

ＩＨＳＩ： 高周波誘導加熱応力改善法（IHSI：Induction Heating Stress Improvement）。

材料の板厚方向に，所定の温度差が生じるよう，内面を冷却しながら外面側

を高周波誘導加熱で昇温した後，加熱を停止して，板厚方向がほぼ均一な室

温近くの温度となるまで内面を冷却する方法である。 

その結果，応力腐食割れの「応力因子」である引張残留応力を低減又は圧縮

側とする応力改善が得られる。 

 

 添付資料１１：福島第二原子力発電所１号機原子炉再循環系配管取替履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２－１ 



Ｑ１３ 

再循環系配管等の点検、取替工事における社外機関による立ち合い、作業監視・確認は

行っているか。また、行っている場合、その社外機関はどのような機関か具体的に示され

たい。 

（回答） 

  今回定期検査中の再循環系配管等の点検（超音波探傷試験）にあたっては、社外機関が

点検結果の記録確認及び各継手毎に抜き取りで立ち合いを実施しています。対応した社外

機関は以下のとおりです。 

 
名 称 財団法人 発電設備技術検査協会 

設立年月日 昭和４５年６月２２日（通産大臣設立許可） 

理事長 向 準一郎 

協会概要 

 （財）発電設備技術検査協会は、国の安全管理審査の指定機関とし

て溶接等の安全管理審査を行っている。 

 また、原子力発電所の定期検査に際して電力会社が行う検査の立会

いの業務を行っている。 

 

また、今回定期検査中の再循環系配管取替工事にあたっては、溶接自主検査及び溶接安全管

理審査として、開先形状確認、溶接後浸透探傷検査、耐圧漏洩検査に社外機関が立ち合っ

ています。また、耐圧漏えい検査、寸法検査、材料確認、外観・据付検査については、保

安検査官にも確認して頂いています。 

対応した社外機関は以下のとおりです。 

  

  （溶接安全管理審査） 

名 称 ロイド・レジスター・オブ・シッピング 

設立年月日 西暦１７６０年 

事業部長 星野 矩之 

会社概要 

1） 船舶及び海洋構造物の技術基準の制定及び格付け審査 

2） 鉄鋼・電力・原子力等関連施設の第三者検査 

3） ISO 審査・認証及び登録業務（品質・環境・労働安全衛生マネジ

メントシステム審査等） 

4） 上記の技術指導サービス 

  （溶接自主検査） 

名 称 財団法人 発電設備技術検査協会 

設立年月日 昭和４５年６月２２日（通産大臣設立許可） 

理事長 向 準一郎 

協会概要 

 （財）発電設備技術検査協会は、国の安全管理審査の指定機関とし

て溶接等の安全管理審査を行っている。 

 また、原子力発電所の定期検査に際して電力会社が行う検査の立会

いの業務を行っている。 

 添付資料１３－1：財団法人 発電設備技術検査協会 ホームページ 

 添付資料１３－2：ロイド・レジスター・オブ・シッピング ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

１３－１ 



３．格納容器漏えい検査について 

Ｑ１４ 

格納容器漏えい率検査で操作する弁の数は全体でいくつあるのか。また、封印作業を行

った弁の数は幾つか。 

（回答） 

福島第二原子力発電所１号機 原子炉格納容器漏えい率検査については２２４８個の

弁を管理対象とし、開閉状態の確認を行いました。 

操作する弁としては、事故時に放射性物質の放出を防止するための障壁を形成する原

子炉格納容器バウンダリに属する弁（ＰＣＶバウンダリ弁、計器隔離弁を含む）の他、

弁のシートパスにより原子炉格納容器内に気体が漏れ込むことが想定される弁、および

原子炉格納容器内の加圧源となりうる系統に属する弁等について管理の対象としました。 

また、封印作業を行った弁の数は、管理対象弁２２４８個の内１２個です。 

 

  福島第二原子力発電所１号機 原子炉格納容器漏えい率検査管理対象弁 

区分別 管理対象弁数 封印対象弁数 
①ＰＣＶバウンダリ弁 １９６７ － 

②ＰＣＶ内インリーク防止   １２２   １１ 

③ＩＡ・ＳＡ供給元弁等   ３９ － 
④ＭＳＩＶ Ｌ／Ｔ盤加圧防止   ２７    １ 
⑤原子炉格納容器漏えい試験用 
 計器盤 

  ３７   － 

⑥計器隔離弁   ５６ － 
合計 ２２４８ １２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４－１ 



３．格納容器漏えい検査について 

Ｑ１５ 

不正なガス注入の可能性のある弁はどこの弁で数はいくつあったのか。その弁はどのよ

うにして確認したのか。また、その弁は全て封印したのか。 

（回答） 

原子炉格納容器漏えい率検査の管理対象弁の内、検査の結果を良くする可能性のある弁、

すなわち原子炉格納容器内へ気体が流入する可能性のある弁として、ＰＣＶ内インリー

ク防止、ＭＳＩＶ Ｌ／Ｔ盤加圧防止、及びＩＡ・ＳＡ供給元弁の１８８個を管理対象

としています。原子炉格納容器を直接加圧することの出来る系統である計装用圧縮空気

系（ＩＡ）及び所内用圧縮空気系（ＳＡ）等について封印を実施しています。 

弁の開閉状態の確認に際しては、検査の過程が適切であることを確認する目的から、

社外機関のダブルチェックによる検査過程及び検査に必要な管理対象弁の管理状況等の

確認、原子炉建屋の入域規制を実施する共に、品質マネジメントの向上を図る目的から、

品質保証部門に品質保証確認チームを編成し、作業者から一歩引いた立場で検査や記録

作成状況を品質保証面からチェックしています。さらに、社内別組織である品質監査部

門の参画により、検査の透明性向上を図っています。また、原子炉等規制法及び電気事

業法に基づく原子力安全・保安院の立入検査を受けており、適宜検査の過程について立

ち会いを受けると共に、その結果について報告をしています。 

なお、これらの系統については、直接原子炉格納容器を加圧する事を防止する為、検

査時に大気開放箇所を設けると共に計装用圧縮空気系（ＩＡ）及び所内用圧縮空気系（Ｓ

Ａ）のコンプレッサーの起動状況を加圧前から降圧完了までの間、常時監視することに

より検査が適切に行われる事を確認しています。 

 

福島第二原子力発電所１号機 原子炉格納容器漏えい率検査管理対象弁 
区分別 管理対象弁数 封印対象弁数 

①ＰＣＶバウンダリ弁 １９６７ － 

②ＰＣＶ内インリーク防止   １２２   １１ 

③ＩＡ・ＳＡ供給元弁等   ３９ － 
④ＭＳＩＶ Ｌ／Ｔ盤加圧防止   ２７    １ 
⑤原子炉格納容器漏えい試験用 
 計器盤 

  ３７   － 

⑥計器隔離弁   ５６ － 
合計 ２２４８ １２ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５－１ 



Ｑ１６ 
本年３月の格納容器漏えい率検査の延期の理由と、どのような改善対策を講じたのか具体的

に示されたい。また、改善措置前後の実施要領（実施方針、実施方法等）の変更内容を示され

たい。 
（回答） 
（延期の理由） 

福島第二原子力発電所１号機の第１６回定期検査において、原子力安全・保安院によ

る原子炉格納容器漏えい率検査を受検するため、立入検査による検査準備状況の確認を

受けていたところ、立入検査官より弁の固定用チェーンの取り付け不良等の指摘を受け

ました。                            （３月１８日） 
 

この立入検査において指摘を受けたことは、検査遂行の基礎となる事業者自身の品質保

証システムへの信頼性に疑義を抱かせるもので、極めて重要な問題であると受け止め、

当該検査受検準備作業を中止しました。              （３月１９日） 
 
本検査期間中に、原子炉圧力容器と原子炉再循環系配管の接続部の追加点検と取替作業

が実施されたため、他号機と比べ検査期間が長くなりました。 
 

（改善対策） 
 原子力安全・保安院からの指摘を踏まえ、 
・バウンダリ構成弁の固定及び封印方法の見直し 
・社外機関の役割・責任を明確化 
等の改善対策を実施しました。 

また、本検査受検における品質保証上の問題点を抽出し、検査受検体制や品質保証

部門の関わりなどマネージメント面の改善と共に、検査実施要領や手順書の制定・改

訂等の対策を行いました。 
 

（改善措置前後の実施要領（実施方針、実施方法等））の変更内容 
福島第二原子力発電所１号機の受検準備作業中止の理由に加え、当社としては初めて

実施（福島第一原子力発電所１号機を除く）した柏崎刈羽原子力発電所６号機での国か

らの指摘事項及び自らの反省点を踏まえて対応方針を策定しました。この時点における

反省点及び改善策は以下の通りです。 
 （１）反省点 

・本検査は、関係する組織、人間が多く、検査総括責任者の管理スパンを超える

ため、それを実施すべきプロジェクトマネージャーを設置したが、その役割を

明確にし、検査実施体制に組み込む必要があった。 

・不正防止や封印ばかりに目が向いたため、検査の本来の目的が不明確になり、

その結果、関係者への周知徹底が不足し、目的に沿った適切な検査対応が達成

できなかった。 

・計画準備段階において、実現可能性などの事前の検証及び教育・周知が不十分

であった。また、このことから、当初計画していた品質マネージメントの改善

が達成できなかった。 

 （２）改善策 
・検査に関する関係者の責任と権限を明確にしたうえで、全体を統括するプロジ

ェクトマネージャーを設置すること 
・計画段階において、定期検査要領書の要求事項を手順書に的確に反映し、その目

的を十分に理解した上で検査に臨むこと 

・（２）に基づく検査の過程が適切であることを示すために必要な方策をとること 

・Ｋ６第５回ＲＣＣＶ Ｌ／Ｔでの実施経験にもとづき、的確にＰＤＣＡを回し、

本検査の品質向上を図ること 
 

 

１６－１ 



前述の対応方針に即してその後実施した柏崎刈羽原子力発電所７号機並びに福島第

一原子力発電所６号機における原子炉格納容器漏えい率検査の実施結果を反映し、実施

方針の見直しを再度行い、全社的な「原子炉格納容器漏えい率検査の実施方針について」

及び号機毎のバウンダリ構成の基本方針を定めました。    （６月１１日） 
 この見直しの具体的内容は、以下の通りです。 

（１） ソフト面の対応 
ソフト面での方策については、その有効性や実現可能性について当初は十分に検証

されておらず、福島第一１号機における国の立入検査においても改善すべき点を指摘

されていたことから、当面は設備面に対する方策に頼ることとしました。その後、柏

崎刈羽６号機、福島第一６号機、柏崎刈羽７号機と実績を積みながら改善を施し、ソ

フト面での方策も有効に機能することが実証されたことから、今後の同検査において

はそれぞれの方策の特徴を生かし、以下に示すように組み合わせて実施することによ

り適切性を確保することとしました。 
・原子炉建屋内への入域規制 
・データの傾向管理 
・検査実施部門以外による監視・確認 
・トレーサビリティの確保 
・積極的な公開活動 

（２） ハード面の対応 
・弁の封印管理 
・弁のタグ管理 
当初のプラント（柏崎刈羽６号機）では直接不正が行われた IA・SA 系の弁及び操

作により検査の結果をよくする弁に対し封印を実施するとともに，操作により不正に

繋がらない全てのバウンダリ構成弁および工具箱等に対しても同様に封印を実施し

ました。 
その後のプラント（福島第一６号機, 柏崎刈羽７号機）では本来の目的（準拠すべ

き規定に基づき、定められた検査要領に従い、適正な手順で検査を実施すること）に

立ち返り，直接不正が行われた IA・SA 系の弁及び操作により検査の結果をよくする

弁に対し封印を実施しました。 
今後は前述のとおり、ソフト面での方策により検査の適切性を示すことができると

考えることから直接的に不正の行われた IA・SA 系の弁に封印を行うこととしました。 
 
 

添付資料１６-1： 原子炉格納容器漏えい率検査の実施方針について 
（平成 15 年 6 月 11 日 東京電力株式会社） 

添付資料１６-2： 福島第二原子力発電所第１号機 原子炉格納容器漏えい率検査実

績工程 

１６－２ 



 
Ｑ１７ 

格納容器漏えい検査における社外機関による立ち会い、作業監視・確認は行っているか。

また、行っている場合、その社外機関はどのような機関か具体的に示されたい。 
 
 （回答） 
１．格納容器漏えい検査における社外機関による立ち会い、作業監視・確認は行っているか。 

福島第二原子力発電所１号機の原子炉格納容器漏えい率検査について、その準備段階か

ら検査の実施、検査後の復旧に至るまで、検査実施方法の妥当性を含めた一連の作業が適

切に行われていることを社外機関による立ち会い、作業監視・確認を実施しています。 
   
 代表例としては、 
（１）  漏えい率検査のバウンダリ構成にあたっては、実際に弁等を操作する操作員に社

外機関の方が同行し、弁の名称、開閉状態、弁の操作禁止札取り付け等一連の作業

が手順通りに実施されていることを全ての対象弁について立ち会いを行い確認しま

した。 
（２）  漏えい率検査のデータ測定においては、社外機関もデータ採取を行い、独自の漏

えい率計算ソフトで漏えい率の計算結果の妥当性のクロスチェックを行いました。 
 
２．どのような社外機関なのか 
 名称：（財）発電設備技術検査協会 

Ｑ１３の通り 
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四．定期検査 
Ｑ１８ 
今回の定期検査における各検査項目とは具体的にどのようなものか。また、その結果は

どうだったのか？ 
 
（回答） 

福島第二原子力発電所第１号機第１６回定期検査における検査項目数について以下の

とおりです。 
・国の立会検査項目数   １３検査項目 

（起動前実施；１２検査項目，起動後実施；２検査項目） 
             なお，起動後に実施される２検査項目のうち１検査項目＊

については一部を実施済み（起動後は重複カウント） 
・国の記録確認検査項目数 ４４検査項目 
            （起動前実施；４１検査項目，起動後実施；３検査項目） 
・合 計         ５７検査項目 
            （起動前実施；５３検査項目，起動後実施；５検査項目） 
＊；非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，

低圧注水系，原子炉補機冷却系，直流電源系機能検査 
 

また，検査終了をした後，当該プラント不具合での全燃料取り出しに伴い再検査を実施

したもの２項目（①，②），検査終了後検査対象機器の不適合（指示不良）により再検査

を実施したもの１項目（③），検査終了後に検査対象機器を再調整した１項目（④）を実

施しております。 
 
   ［再検査を実施した検査名及び再検査日］ 

検  査  名  称 再 検 査 日 

①燃料集合体炉内配置検査 平成１５年６月１２日 

②制御棒駆動水圧系機能検査 平成１５年７月 ２日 

③プロセスモニタ機能検査 平成１５年７月 ３日 

④制御棒駆動機構機能検査 平成１５年７月１８日 

 
 

なお，福島第二原子力発電所１号機（第１６回）定期検査項目（５７検査項目）及び

検査実績を次頁以降に示します。 
 
 添付資料１８：福島第二原子力発電所１号機（第１６回）定期検査項目、検査実績 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 １８－１ 

 



 
Ｑ１９ 
今回の定期検査中の燃料装荷の際に、燃料上部に発見された異物（チャンネルボックスの

剥離片）の調査結果はどうであったのか。また、原子炉の安全性に影響を及ぼすものではな

いと判断した理由と根拠はどのようなものか具体的に示されたい。 
（回答） 
  異物については蛍光Ｘ線分析装置による元素分析並びに Ge 半導体検出器による核種

分析を実施した結果、ジルコニウム成分が９割以上を占めていたこと、また、核種として

はジルコニウムが放射化してできる核種（Zr95）とその娘核種（Nb95）が検出されたこ

とから、異物はジルコニウム合金を素材としているチャンネルボックスの剥離片と推定し

ました。 
 

また、剥離片は小さく（幅約 2mm、長さ約 25mm、厚さ約 0.2mm、重さ約 37mg）、
ピンセットで摘むと割れる位の非常に脆いものであり、炉内構造物等に接触するとより小

さな小片と化すため、安全性に影響を与えるものではないと判断しました。 
 
（参考） 
なお、平成元年１月当所３号機で発生した「原子炉再循環ポンプ損傷事象」において、

長さ 42.4mm、幅 9.4mm、厚さ 2mm 重さ 1.68g の残存金属片による炉内機器・燃料へ

の影響について健全性評価を行い、強度・性能に影響を及ぼさないことを確認しています。 
 
 添付資料１９：福島第二原子力発電所１号機炉内燃料装荷作業中における異物の発見に 
        ついて 
 
 

 

１９－１ 


